
 

 

 

 

ＦＭ徳島「Ｔ－Ｊｏｉｎｔ」に出演して、 

『ハラスメント防止対策』などを紹介 
 

 令和４年２月３日（木）、ＦＭ徳島の「Ｔ－Ｊｏｉｎｔ」（１６：００～１

９：００）に徳島労働局の伊藤局長と佐藤雇用環境・均等室長が出演し、事

例を紹介しながら「ハラスメント防止」と、そのための企業に必要な取組、

徳島労働局の役割を話しました。 

 徳島労働局では、令和４年４月１日から大企業に加えて中小企業において

もパワーハラスメント防止措置が義務化されることから、広く県民の皆さま

に知っていただくために県内各地でセミナーを開催しています。その一環と

して今回、ラジオ番組に出演しました。 

 職場でハラスメントが起これば、職場秩序が乱れたり、従業員のやる気が

落ちて業務に支障が出るなどして大きな問題になりかねません。そのような

ことにならないよう働きやすい職場環境の実現のための取組について、説明

しました。  

 併せて、ＦＭ徳島の向いにある駅のハローワーク、新卒応援ハローワーク

の紹介もしました。 

 

 

 

            

パーソナリティーの 

清水 宏香（しみず ひろか）さんと。 

 

ＦＭ徳島のみなさま、 

ありがとうございました！ 

 

 

 

この記事のお問合せ先 徳島労働局雇用環境・均等室 ☎ ０８８－６５２－２７１８ 

ひと、くらし、みらいのために 
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